
 

 

 動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成18年３月28日 

岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県条例第14号 

   動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

 動物の愛護及び管理に関する条例（平成17年岩手県条例第35号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

目次 

 第１章～第３章 ［略］ 

 第４章 動物取扱業の規制（第12条－第29条） 

第５章 危険動物の飼養に関する措置（第30条－第42条） 

 第６章 犬による危害の防止（第43条－第46条） 

 第７章 動物の引取り、収容等（第47条－第50条） 

 第８章 雑則（第51条－第55条） 

 第９章 罰則（第56条－第60条） 

 附則 

目次 

 第１章～第３章 ［略］ 

  

第４章 特定動物の飼養に関する措置（第12条・第13条） 

 第５章 犬による危害の防止（第14条－第17条） 

 第６章 動物の引取り、収容等（第18条－第21条） 

 第７章 雑則（第22条－第26条） 

 第８章 罰則（第27条－第29条） 

 附則 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(１)・(２) ［略］ 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(１)・(２) ［略］ 

(３) 危険動物 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第

105号。以下「法」という。）第16条の政令で定める動物をいう。 

(３) 特定動物 動物の愛護及び管理に関する法律（昭和48年法律第

105号。以下「法」という。）第26条第１項に規定する特定動物を

いう。 

(４)・(５) ［略］ (４)・(５) ［略］ 

(６) 動物取扱業 動物（畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生

物学的製剤の製造の用に供するために飼養をしているものを除く。）

の販売、保管、貸出し、訓練、展示又は美容を業として行うことを

いう。 

 

（飼い主の責務） 

第５条 ［略］ 

２ 動物の所有者（第17条第1項に規定する登録業者を除く。以下この

条において同じ。）は、終生にわたり動物の飼養をするよう努めなけれ

ばならない。 

３・４ ［略］ 

（飼い主の責務） 

第５条 ［略］ 

２ 動物の所有者（法第10条第1項の登録を受けた者を除く。以下この

条において同じ。）は、終生にわたり動物の飼養をするよう努めなけれ

ばならない。 

３・４ ［略］ 

（飼い主の遵守事項） 

第８条 飼い主（第17条第１項に規定する登録業者を除く。以下この条

及び第10条において同じ。）は、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 （１）～（10） ［略］ 

（飼い主の遵守事項） 

第８条 飼い主（法第10条第1項の登録を受けた者を除く。以下この条

及び第10条において同じ。）は、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

 （１）～(10)  ［略］ 

第４章 動物取扱業の規制 

（動物取扱業者についての特別の規制措置） 

第 12条 県内において飼養施設を設置して動物取扱業を営む者

（動物取扱業を営もうとする者を含む。）については、法第14

 



 

 

条の規定に基づき、法第２章第２節に規定する措置に代えて、こ

の章に規定する規制措置を適用するものとする。 

（動物取扱業の登録） 

第13条 飼養施設を設置して動物取扱業を営もうとする者は、飼養

施設を設置する事業所ごとに、知事の登録を受けなければならな

い。 

 

（登録の申請） 

第14条 前条の登録を受けようとする者（次条第２項及び第16条に

おいて「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記載した申請

書を知事に提出しなければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 

(２) 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地 

(３) 動物取扱業の種別（販売、保管、貸出し、訓練、展示又

は美容の別をいう。） 

(４) 主として取り扱う動物の種類及びその種類ごとの数 

(５) 飼養施設の構造及び規模 

(６) 飼養施設の管理の方法 

(７) 第26条第２項に規定する動物取扱責任者の氏名 

(８) その他規則で定める事項 

２ 前項の申請書には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その

他の規則で定める書類を添付しなければならない。 

 

（登録の実施等） 

第15条 知事は、前条第１項の規定による申請書の提出があった

ときは、次条第１項の規定により登録を拒否する場合を除くほ

か、遅滞なく、前条第１項各号に掲げる事項、登録の年月日及

び登録番号を動物取扱業登録簿に登録しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定による登録をしたときは、前条第１項第

１号から第３号まで及び第７号に掲げる事項、登録の年月日並

びに登録番号を記載した動物取扱業登録証を当該申請者に交付

しなければならない。 

 

（登録の拒否） 

第16条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、

又は申請書若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の

記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、

その登録を拒否しなければならない。 

(１) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条

例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執

行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算

して２年を経過しない者 

(２) 第29条第１項の規定に基づき登録を取り消され、その取

消しの日から起算して２年を経過しない者 

 



 

 

(３) 法人でその役員のうちに前２号のいずれかに該当する者

があるもの 

２ 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由

を示して、直ちに、その旨を申請者に通知しなければならない。

（登録の変更の申請等） 

第17条 第13条の登録を受けて動物取扱業を営む者（以下「登録

業者」という。）は、第14条第１項第３号から第６号までに掲

げる事項を変更しようとするときは、登録の変更を受けなけれ

ばならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、こ

の限りでない。 

２ 前項の登録の変更を受けようとする登録業者は、変更しよう

とする事項その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に

提出しなければならない。 

３ 前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければなら

ない。 

 

（登録の変更の実施等） 

第18条 知事は、前条第２項の規定による申請書の提出があった

ときは、次項において準用する第16条第１項の規定により登録

を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、当該申請に係る事項及

び登録の変更の年月日を動物取扱業登録簿に登録しなければな

らない。 

２ 第16条の規定は、前条第２項の規定による申請書の提出があ

った場合について準用する。 

 

（登録の変更の届出） 

第19条 登録業者は、第14条第１項第１号、第２号、第７号又は

第８号に掲げる事項（同項第２号に掲げる事項にあっては、飼

養施設を設置する事業所の名称に限る。）に変更があったとき

は、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

２ 知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、

当該届出に係る事項及び届出の年月日を動物取扱業登録簿に登

録しなければならない。 

 

（変更に係る動物取扱業登録証の交付） 

第20条 知事は、第18条第１項又は前条第２項の規定による登録

をしたとき（第15条第２項に規定する事項について登録をした

ときに限る。）は、当該事項、登録の変更の年月日又は届出の

年月日及び登録番号を記載した動物取扱業登録証を当該登録業

者に交付しなければならない。 

 

（承継） 

第21条 登録業者について相続又は合併があったときは、相続人

又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人

は、当該登録業者の地位を承継する。 

２ 前項の規定により登録業者の地位を承継した者は、遅滞なく、

 



 

 

その旨を知事に届け出なければならない。 

（飼養施設の使用の廃止の届出等） 

第22条 登録業者は、当該登録に係る飼養施設の使用を廃止した

ときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出るとともに、動物取

扱業登録証を返納しなければならない。 

 

（動物取扱業登録証の再交付） 

第23条 登録業者は、動物取扱業登録証をき損し、汚損し、又は

亡失したときは、動物取扱業登録証の再交付を受けなければな

らない。 

 

（動物取扱業登録証の返納） 

第24条 登録業者は、第20条の規定により動物取扱業登録証の交

付を受けたとき、又は前条の規定により動物取扱業登録証の再

交付を受けたとき（動物取扱業登録証を亡失したことにより再

交付を受けた場合にあっては、当該再交付を受けた後に当該亡

失した動物取扱業登録証を発見したときに限る。）は、速やか

に、既に交付を受けた動物取扱業登録証を知事に返納しなけれ

ばならない。 

 

（登録の抹消） 

第25条 知事は、第22条の規定による届出があったとき（登録に

係る飼養施設の使用を廃止した事実が判明したときを含む。）、

又は第29条第１項の規定に基づき登録を取り消したときは、動

物取扱業登録簿につき、当該登録業者の登録を抹消しなければ

ならない。 

２ 知事は、前項の規定による登録の抹消（第29条第１項の規定

に基づく登録の取消しに係るものを除く。）をしたときは、そ

の理由を示して、直ちに、その旨を第22条の届出をした者又は

当該登録業者であった者に通知しなければならない。 

 

（登録業者の遵守事項） 

第26条 登録業者は、法第11条第１項に規定する基準及び次に掲

げる事項を遵守しなければならない。 

(１) その取り扱う動物が道路、公園その他の公共の場所及び

他人の土地、建物等をき損し、又は汚損しないようにするこ

と。 

(２) その取り扱う動物の異常な鳴き声、体臭等により、他人

に迷惑を及ぼさないようにすること。 

(３) 美容を行う者にあっては、顧客の動物を個々に収容する

ための設備を備えるとともに、収容する動物を搬出する都度

当該設備の清掃及び消毒を行うこと。 

２ 登録業者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、専任の動物

取扱責任者を置かなければならない。 

３ 前項の動物取扱責任者は、動物の適正な飼養に関し必要な知

識を習得させることを目的として知事が別に定めるところによ

 



 

 

り実施する講習を修了した者その他規則で定める者をもって充

てなければならない。 

（動物取扱業登録証の掲示） 

第27条 登録業者は、当該登録に係る事業所の見やすい場所に動

物取扱業登録証を掲示しなければならない。 

 

（勧告及び措置命令） 

第28条 知事は、登録業者が第26条の規定に違反していると認め

るときは、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物

の管理の方法等を改善し、又は専任の動物取扱責任者を設置す

べきことを勧告することができる。 

２ 知事は、前項の規定に基づく勧告を受けた者がその勧告に従

わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

 

（登録の取消し等） 

第29条 知事は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、その登録を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により、第13条の登録又は第17条

の登録の変更を受けたとき。 

(２) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条

例に基づく処分に違反したとき。 

(３) 第16条第１項第１号又は第３号のいずれかに該当するに

至ったとき。 

２ 知事は、前項の規定に基づき登録を取り消したときは、その

理由を示して、直ちに、その旨を当該登録を取り消された者に

通知しなければならない。 

３ 第１項の規定に基づき登録を取り消された者は、前項の通知

を受けた日から起算して10日以内に、動物取扱業登録証を知事

に返納しなければならない。 

 

第５章 危険動物の飼養に関する措置 

（飼養の許可） 

第30条 危険動物の飼養をしようとする者は、あらかじめ、危険

動物の種類及び飼養施設ごとに知事の許可を受けなければなら

ない。ただし、危険動物の飼養が次の各号のいずれかに該当する

場合は、この限りでない。 

(１) 国又は地方公共団体がその設置する施設において飼養を

するとき。 

(２) 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条に規定する大

学又は知事が適当と認める試験研究機関において教育又は学

術研究のために飼養をするとき。 

(３) 獣医師が獣医療法（平成４年法律第46号）第２条第２項

に規定する診療施設において診療のために飼養をするとき。

(４) 危険動物を輸送する者が県内における滞在期間が２日間

第４章 特定動物の飼養に関する措置 



 

 

を超えない範囲内でその輸送用の施設において飼養をすると

き。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事由に該当す

るとき。 

（許可の申請） 

第31条 前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記

載した申請書を知事に提出しなければならない。 

(１) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表

者の氏名 

(２) 危険動物の飼養の目的 

(３) 危険動物の種類 

(４) 危険動物の数 

(５) 飼養施設の所在地 

(６) 飼養施設の構造及び規模 

(７) 主として危険動物の飼養の作業に従事する者の氏名及び

住所 

(８) その他規則で定める事項 

２ 前項の申請書には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その

他の規則で定める書類を添付しなければならない。 

 

（許可の基準等） 

第32条 知事は、第30条の許可の申請が次の各号に適合している

と認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。 

(１) 適正に危険動物の飼養をするための飼養施設で規則で定

める基準（以下「施設基準」という。）に適合するものを有

すること。 

(２) 申請をした者及び危険動物の飼養の作業に従事する者が

次のいずれにも該当しないこと。 

ア 満18歳に満たない者 

イ 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条

例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その

執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から

起算して２年を経過しない者 

ウ 第39条の規定に基づき許可を取り消され、その取消しの

日から起算して２年を経過しない者 

２ 知事は、第30条の許可に有効期間その他の必要な条件を付す

ることができる。 

 

（変更の許可） 

第33条 第30条の許可を受けた者（以下「許可飼養者」という。）

は、当該許可に係る第31条第１項第４号又は第６号に掲げる事

項を変更しようとするときは、知事の許可を受けなければなら

ない。ただし、危険動物の数の減少その他規則で定める軽微な

変更については、この限りでない。 

 



 

 

２ 前項の許可を受けようとする許可飼養者は、変更しようとす

る事項その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出

しなければならない。 

３ 前条の規定は第１項の許可について、第31条第２項の規定は

前項の申請書について準用する。 

（変更の届出等） 

第34条 許可飼養者は、当該許可に係る第31条第１項第１号、第

２号、第５号、第７号若しくは第８号に掲げる事項に変更があ

ったとき、又は前条第１項ただし書に規定する変更があったと

きは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

２ 許可飼養者は、当該許可に係る危険動物の飼養を廃止したと

き、又は危険動物の飼養を休止し、若しくは休止した危険動物

の飼養を再開したときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出な

ければならない。 

（飼養施設内飼養） 

第35条 許可飼養者は、当該許可に係る危険動物を飼養施設の外

に出してはならない。ただし、疾病又は負傷の治療のために一

時的に当該飼養施設の外に出す場合その他規則で定める場合に

おいて、人の生命、身体又は財産に対する侵害の防止のために

必要な措置を講じたときは、この限りでない。 

（許可飼養者の遵守事項） 

第36条 許可飼養者は、当該許可に係る危険動物について、第８

条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を遵守しなければ

ならない。 

(１) 当該許可に係る飼養施設を施設基準に適合させるよう維

持し、及び管理すること。 

(２) 飼養施設の施錠の確認その他逸走の防止のために必要な

措置を講ずること。 

(３) 逸走した場合及び地震、火災等による緊急事態の発生に

より避難する場合の措置をあらかじめ定めておくこと。 

(４) 逸走した場合に捕獲するための機材を常備し、常に使用

可能な状態で整備しておくこと。 

（標識の掲示） 

第37条 許可飼養者は、規則で定めるところにより、当該許可に

係る飼養施設の見やすい場所に、危険動物の飼養をしている旨

の標識を掲示しなければならない。 

（措置命令） 

第38条 知事は、第30条の許可に係る飼養施設（第33条第１項の

許可を受けた場合には、当該許可に係る飼養施設）が施設基準

に適合していないと認めるときは、当該許可飼養者に対し、期

限を定めて、当該飼養施設を施設基準に適合させるために必要

な措置を講ずべきことを命ずることができる。 

 



 

 

２ 知事は、危険動物が人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし

たとき、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該

危険動物の飼い主に対し、期限を定めて、必要な限度において

次に掲げる措置を講ずべきことを命ずることができる。 

(１) 飼養施設を設置し、又は改善すること。 

(２) 飼養施設内で危険動物の飼養をすること。 

(３) 危険動物に口輪等を装着すること。 

(４) 前３号に掲げるもののほか、危険動物による人の生命、

身体又は財産に対する危害を防止するために必要な措置 

（許可の取消し） 

第39条 知事は、許可飼養者が次の各号のいずれかに該当すると

きは、その許可を取り消すことができる。 

(１) 偽りその他不正の手段により第30条又は第33条第１項の

規定による許可を受けたとき。 

(２) 第32条第２項（第33条第３項において準用する場合を含

む。）の規定に基づき当該許可に付した条件に違反したとき。

(３) 第33条第１項の規定に違反したとき。 

(４) 第35条の規定に違反したとき。 

(５) 前条第１項又は第２項の規定に基づく命令に違反したと

き。 

(６) 第41条第１項の規定に違反したとき。 

(７) 第42条の規定に違反したとき。 

（飼養の届出） 

第40条 危険動物の飼養（第30条各号（第３号を除く。）のいず

れかに該当するものに限る。）をしようとする者は、あらかじ

め、その旨を知事に届け出なければならない。届け出た事項に

変更があるときも、同様とする。 

（緊急時の措置） 

第41条 危険動物の飼い主は、その飼養をする危険動物が逸走したとき

は、直ちに、知事及び警察官に通報するとともに、付近の住民に周知

させ、当該危険動物を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する

侵害を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 知事は、前項の通報があった場合又は飼い主が直ちに判明しない危

険動物が逸走した場合において、人の生命、身体又は財産に対する侵

害が切迫していると認めるときは、その職員に、当該危険動物を捕獲

し、又は殺処分させることができる。 

３ 危険動物の飼い主は、地震、火災等による緊急事態が発生したとき

は、その飼養をする危険動物の逸走の防止のために必要な措置を講じ

なければならない。 

（緊急時の措置） 

第12条 特定動物の飼い主は、その飼養をする特定動物が逸走したとき

は、直ちに、知事及び警察官に通報するとともに、付近の住民に周知さ

せ、当該特定動物を捕獲する等、人の生命、身体又は財産に対する侵害

を防止するために必要な措置を講じなければならない。 

２ 知事は、前項の通報があった場合又は飼い主が直ちに判明しない特定

動物が逸走した場合において、人の生命、身体又は財産に対する侵害

が切迫していると認めるときは、その職員に、当該特定動物を捕獲し、

又は殺処分させることができる。 

３ 特定動物の飼い主は、地震、火災等による緊急事態が発生したときは、

その飼養をする特定動物の逸走の防止のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

（事故発生時の措置） 

第42条 危険動物の飼い主は、その飼養をする危険動物が人の生命、身

体又は財産に危害を及ぼしたときは、直ちに、適切な応急措置及び新

たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及

（事故発生時の措置） 

第13条 特定動物の飼い主は、その飼養をする特定動物が人の生命、身

体又は財産に危害を及ぼしたときは、直ちに、適切な応急措置及び新

たな事故の発生を防止するための措置を講ずるとともに、その事故及



 

 

びこれらの措置について、知事に届け出て、その指示を受けなければ

ならない。 

びこれらの措置について、知事に届け出て、その指示を受けなければ

ならない。 

第６章 ［略］ 

（係留をされていない犬の抑留） 

第43条 ［略］ 

第５章 ［略］ 

（係留をされていない犬の抑留） 

第14条 ［略］ 

（係留をされていない犬の薬殺） 

第44条 ［略］ 

（係留をされていない犬の薬殺） 

第15条 ［略］ 

（措置命令） 

第45条 ［略］ 

（措置命令） 

第16条 ［略］ 

（事故発生時の措置） 

第46条 ［略］ 

第７章 ［略］ 

（事故発生時の措置） 

第17条 ［略］ 

第６章 ［略］ 

（犬及びねこの引取りの際の措置） 

第47 条 知事は、法第18 条第１項の規定により犬又はねこの引取りを

求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所

有者に対し、終生にわたり当該動物の飼養をするよう求めるものとす

る。 

２ 知事は、法第18条第１項の規定により所有者からその飼養をする犬

又はねこの子を引き取る場合においては、当該所有者に対し、当該飼

養をする犬又はねこの生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよ

う指導するものとする。 

（犬及びねこの引取りの際の措置） 

第18 条 知事は、法第35 条第１項の規定により犬又はねこの引取りを

求められた場合においては、安易な飼養の放棄を認めることなく、所

有者に対し、終生にわたり当該動物の飼養をするよう求めるものとす

る。 

２ 知事は、法第35条第１項の規定により所有者からその飼養をする犬

又はねこの子を引き取る場合においては、当該所有者に対し、当該飼

養をする犬又はねこの生殖を不能にする手術その他の措置を講ずるよ

う指導するものとする。 

（動物を負傷させた者のとるべき措置） 

第48条 ［略］ 

（動物を負傷させた者のとるべき措置） 

第19条 ［略］ 

（負傷動物等への措置） 

第49条 知事は、法第19条第2項の規定により疾病にかかり、又は負傷

した動物等を収容したときは、治療その他の必要な措置を講ずるもの

とする。 

（負傷動物等への措置） 

第20条 知事は、法第36条第2項の規定により疾病にかかり、又は負

傷した動物等を収容したときは、治療その他の必要な措置を講ずるも

のとする。 

（動物の譲渡） 

第50 条 知事は、動物の適正な飼養の普及のため、法第18 条第１項又

は第2項の規定により引き取った犬又はねこ、第43条第１項の規定に

より抑留した犬及び前条の規定により治療その他の必要な措置を講じ

た動物を、適正に飼養をすることができると認める者に譲渡すること

ができる。 

２ ［略］ 

（動物の譲渡） 

第21 条 知事は、動物の適正な飼養の普及のため、法第35 条第１項又

は第2項の規定により引き取った犬又はねこ、第14条第１項の規定に

より抑留した犬及び前条の規定により治療その他の必要な措置を講じ

た動物を、適正に飼養をすることができると認める者に譲渡すること

ができる。 

２ ［略］ 

第８章 ［略］ 

（立入調査等） 

第51条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主若しく

は飼養施設を設置して動物取扱業を営む者に対し、飼養施設の状況、

動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員

に、飼養施設の設置場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設

その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

２・３ ［略］ 

第７章 ［略］ 

（立入調査等） 

第22条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主に対し、

飼養施設の状況、動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求

め、又はその職員に、飼養施設の設置場所その他関係のある場所に立

ち入り、飼養施設その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問さ

せることができる。 

２・３ ［略］ 



 

 

 （動物愛護監視員） 

第52条 ［略］ 

 （動物愛護監視員） 

第23条 ［略］ 

 （動物愛護推進員） 

第53条 知事は、法第21条第1項の規定に基づき、動物愛護推進員を委

嘱するものとする。 

 （動物愛護推進員） 

第24条 知事は、法第38条第1項の規定に基づき、動物愛護推進員を

委嘱するものとする。 

（手数料等） 

第54 条 次の各号に掲げる事務につき、当該各号に定める額の手数料を

徴収する。 

(１) 第 13 条の動物取扱業の登録の申請に対する審査 １件 5,100

円 

(２) 第17条第1項の動物取扱業の登録の変更の申請に対する審査・

１件 3,100円 

(３) 第23条の動物取扱業登録証の再交付 １件 1,900円 

(４) 第 30 条の危険動物の飼養の許可の申請に対する審査 １件・

16,000円 

(５) 第33条第1項の危険動物の数又は飼養施設の構造若しくは規模

の変更の許可の申請に対する審査 １件 8,800円 

２ 既納の手数料は、還付しない。 

３ 飼い主は、第43条第１項の規定により抑留された飼い犬を引き取ろ

うとするときは、当該飼い犬の抑留中の飼養管理費及び返還に要する費

用を負担するものとする。 

（費用の負担） 

第25 条 飼い主は、第14 条第１項の規定により抑留された飼い犬を引

き取ろうとするときは、当該飼い犬の抑留中の飼養管理費及び返還に

要する費用を負担するものとする。 

（補則） 

第55条 ［略］ 

（補則） 

第26条 ［略］  

第９章 ［略］ 

第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、６月以下の懲役又は30万

円以下の罰金に処する。 

(１) 第30条の許可を受けないで危険動物の飼養をした者 

(２) 第33条第1項の許可を受けないで危険動物の数を増やし、又は

飼養施設の構造若しくは規模を変更した者 

(３) 第38条第１項又は第２項の規定に基づく命令に違反した者 

第８章 ［略］ 

 

第57条 第28条第２項の規定に基づく命令に違反した者は、30万円以下

の罰金に処する。 

 

第58条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処す

る。 

(１) 第13条の登録を受けないで飼養施設を設置して動物取扱業を営

んだ者 

(２) 第17 条第１項の登録の変更を受けないで第14 条第１項第３号

から第６号までに掲げる事項を変更した者 

(３) 虚偽の申請をして第13 条の登録又は第17条第１項の登録の変

更を受けた者 

(４) 第35条の規定に違反して危険動物を飼養施設の外に出した者 

(５) 第41条第１項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした

者 

第27条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 第12条第１項の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした

者 



 

 

(６) 第51条第１項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は同項の規定に基づく調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し

くは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

(２) 第22条第１項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は同項の規定に基づく調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若し

くは質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 

第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科

料に処する。 

(１) ［略］ 

(２) 第29条第３項の規定に違反して動物取扱業登録証を返納しなか

った者 

(３) 第34条第１項若しくは第2項、第42条又は第46条第1項の規

定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

(４) 第45条の規定に基づく命令に違反した者 

第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科

料に処する。 

(１) ［略］ 

 

 

(２) 第13条又は第17条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽

の届出をした者 

(３) 第16条の規定に基づく命令に違反した者 

第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関して、第56条から前条までに規定

する違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に

対しても、各本条の罰金又は科料を科する。 

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従

業者が、その法人又は人の業務に関して、前２条に規定する違反行為

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各

本条の罰金又は科料を科する。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成18年６月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされたこの条例による改正前の動物の愛護及び管理に関する条例（以下「改正前の条例」とい

う。）第28条の規定に基づく勧告及び措置命令並びに改正前の条例第38条の規定に基づく措置命令については、なお従前の例による。 

３ 施行日前に改正前の条例第43 条第５項の規定により発行した証票及び改正前の条例第51 条第２項の規定により発行した証明書は、この条例によ

る改正後の動物の愛護及び管理に関する条例（以下「改正後の条例」という。）第14条第５項の規定により発行した証票及び改正後の条例第22条第

２項の規定により発行した証明書とみなす。 

４ 施行日前にした行為及び附則第２項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用につい

ては、なお従前の例による。 
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